
47
➄ 後期更新世に変位が生じた範囲

① お立ち台

② Ts-６法面

③ Ts-７トレンチ

④ Tf-５（a）トレンチ

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲

⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係



［目的］

後期更新世に変位が生じた範囲等を確認する。

［内容］

• 後期更新世に変位が生じた範囲を，地上に設置した

目印で確認。
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➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（1/7）

本確認箇所の目的及び内容

② Ts-６法面

① お立ち台

4

1

2

3
③ Ts-７トレンチ

⑥ R/B基礎掘削と
シームS-11との関係

6

④ Tf-５(a)トレンチ
5

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲

⓪⑦ 運転訓練・広報センター
70

本図の掘削面形状は平成27年度時点。

本図のFT5-3/ctf等層準は，
設計上の掘削面形状で作成。



原子炉建屋設置位置

地表付近のシームS-11
(後期更新世に変位

が生じた部分)

深部のシームS-11
(後期更新世以降に変位

が生じていない部分）

Ts-６法面

Ts-７トレンチ

Tf-５(a)トレンチ

CT・条線・SEMによる調査・検討位置

本図のFT5-3/ctf等層準は，2022年度撮影の航空写真を基に作成。

Ts-６法面，Ts-７トレンチにおいて
CT・条線・SEMにより後期更新世に変位が生じた

部分の下端を検討

下端位置は風化厚さのおおむね半分程度※

シームS-11付近の岩盤のCT値により，
変位が生じた部分は風化と関連
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敷地内に展開
（後期更新世に変位が生じた範囲）

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（2/7）

後期更新世に変位が生じた範囲の考え方

※： 風化部中の下端位置は以下のように判断している。

• 風化部中の下端位置（2.8ｍ，P.51参照）は，CT・条線・SEMの結果が密に得ら

れているTs-６法面で，風化厚さ（６ｍ，P.54参照）のおおむね半分程度

（48％）と判断している。

• なお， Ts-７トレンチ付近では，想定される下端位置付近に細粒凝灰岩があり，

シームS-11が分布しないことから，風化部中の下端位置の評価ができない。

• シームS-11を一連・全体として評価することに伴い，風化を前提とした区分の必要がなくなったため，改めてcf-３断層

に切断された位置を検討着手の起点（軸）とし，シームS-11 新面の性状に基づき，後期更新世以降の変位の有無を

検討する。

• その結果から，後期更新世に変位が生じた部分を想定して，地表付近のシームS-11としてピンク色ハッチで図示する

（第1043回（2022.4.22）審査会合からの変更点）。



シームS-11が分布する範囲及び後期更新世に変位が生じた範囲
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シームS-11の後期更新世に変

位が生じた範囲を，地上に設

置した目印により，展望箇所か

ら目視確認する。

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（3/7）

FT5-3/ctf等層準が
第四系基底面，掘削面等に現れる位置

（参考として，①シームS-11有り（粘土質の薄層有り）を図示）

シームS-11が分布する範囲及び
後期更新世に変位が生じた範囲
の確認箇所

本図のFT5-3/ctf等層準は，2022
年度撮影の航空写真を基に作成。

2022年度撮影

Tf-５(a)トレンチ

Ts-６法面

Ts-７トレンチ

実線： ①シームS-11有り（粘土質の薄層有り）
破線： ②シームS-11なし（細粒凝灰岩のみ有り）
点線： ③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし）

Ts-８トレンチ



後期更新世に変位が生じた部分の下端深度及び水平変位量

考え方

• 地質観察では，Ts-６法面，Ts-７トレンチ及びTs-８トレンチにおいて後期更新世に生じた変位がシームS-11に認
められる。

• シームS-11の後期更新世に変位が生じた範囲を検討するため，上記のTs-６法面，Ts-７トレンチ及びTs-８トレン
チの調査結果から，後期更新世に変位が生じた部分（下端深度）及び岩盤上面の変位の水平変位量を検討した。

• その結果，Ts-７トレンチは，後期更新世に変位が生じた部分のほぼ中央に位置し，下端深度及び水平変位量が
も大きいため，Ts-７トレンチでの結果を代表とする。

後期更新世に変位が生じた部分の下端深度及び水平変位量一覧（暫定値）

検討対象
後期更新世に変位が生じた範囲の下端深度 岩盤上面の変位の

水平変位量
CT，条線，SEM 地質調査

Ts-６法面
２．８ｍ

（P.18参照）
２．５ｍ

０．４２ｍ

（P.16参照）

Ts-７トレンチ
５．９ｍ

（P.52参照）
―

０．７５ｍ
（P.53参照）

Ts-８トレンチ ― ３．３ｍ ０．６３ｍ
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➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（4/7）

注） （ ）は，下端深度及び水平変位量の根拠となる参照ページ。本資料ではTs-８トレンチ及び地質調査の根拠は示していない。
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Ts-７トレンチ付近の断面図
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Ts-７トレンチ断面の後期更新世に変位が生じた部分の下端と基盤岩の上面との標高差を計算し，下端深度を5.9ｍと求めた。

後期更新世に変位が生じた部分の下端深度： Ts-７トレンチ

①シームS-11有り
（粘土質の薄層有り）

②シームS-11なし
（細粒凝灰岩のみ有り）

③シームS-11なし
（細粒凝灰岩なし）

風 化 部 下 限

ロ ー ム 層

Ｍ１ 面 段 丘 堆 積 物

凡 例

（後期更新世に変位が生じた部分）

（後期更新世以降に変位が生じていない部分）

後期更新世に変位が生じた部分の基準位置

B
A

A’

Δv:A-A’

A  ： シームS-11に変位が生じていない位置
A’： 上記の岩盤表面位置
B* ： A’の標高とシームS-11との交点
Δv： 同上変位が生じた岩盤表面からの深度

後期更新世に変位が生じた部分の考え方

*： 後期更新世に変位が生じた部分の上端（B）の標高は，変状形成
に伴う変形を含まない基盤岩の上面の標高とする。

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（5/7）

0            10m後期更新世に変位が
生じた範囲の下端

Ts-７トレンチ（破線投影）

5.9ｍ

Ts-7-22孔 Ts-7-1-2

5.9ｍ

原子炉建屋設置位置

地表付近のシームS-11
(後期更新世に変位

が生じた部分)

断面位置

深部のシームS-11
(後期更新世以降に変位

が生じていない部分）

Ts-７トレンチ

７

７’

本図のFT5-3/ctf等層準は，2022
年度撮影の航空写真を基に作成。



Ts-７トレンチのシームS-11 の岩盤上面の変位の水平変位量を計測し，0.75ｍと求めた。

後期更新世に変位が生じた部分の岩盤上面の水平変位量： Ts-７トレンチ

Ｍ１面段丘堆積物2

淡灰色火山礫凝灰岩

Ｍ１面段丘堆積物1
淡灰色火山礫凝灰岩

29

28

27 

T.P.(m)
30

N

29

28

27 

T.P.(m)
30

S

粗粒凝灰岩

0 2m

変位を伴う不連続面及び節理

段丘堆積物中の不連続面

凡 例

0.75ｍ
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➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（6/7）

原子炉建屋設置位置

地表付近のシームS-11
(後期更新世に変位

が生じた部分)

断面位置

深部のシームS-11
(後期更新世以降に変位

が生じていない部分）

Ts-７トレンチ

本図のFT5-3/ctf等層準は，2022
年度撮影の航空写真を基に作成。
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Ts-８トレンチ

Tf-５(a)トレンチ

Ts-６法面

Ts-７トレンチ

Ts-５法面

• Ts-６法面，Ts-７トレンチ及びTs-８トレンチの３箇所からTs-７トレンチでの結果を代表とすることの是非を確認するため，CT値により後期更

新世に変位が生じた部分と風化区分との関連が示唆されることを踏まえ，風化部の厚さを指標として法面・トレンチ間のデータを補間した。

• その結果，変位が生じた部分の下端深度，水平変位量ともに，Ts-７トレンチ付近での値が も大きくなることを確認したため，代表として

Ts-７トレンチの結果を採用することは妥当である。

FT5-3/ctf等層準が
第四系基底面，掘削面等に現れる位置

実線： ①シームS-11有り（粘土質の薄層有り）
破線： ②シームS-11なし（細粒凝灰岩のみ有り）
点線： ③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし)

シームS-11コンター

断 面 線

変状有り

凡 例

Ts-５法面～Tf-５(a)トレンチ測線 *： Ts-８トレンチの後期更新世に変位が生じた部分の下端深度は，地質調査による値を採用。

距
離

（
m

）

後期更新世に変位が
生じた部分の
下端深度（m）

岩盤上面の変位の
水平変位量（cm） 風化部厚さ（m）

グラフ凡例

●： 実測値
● ： 風化部の厚さコンターと測線の交点から求めた風化部厚さ

： 風化部の厚さコンターから読み取った風化部厚さ（Ts-６，７，８）
● ： 実測値のあるTs-６法面，Ts-７トレンチ，Ts-８トレンチにおける風化

部の厚さとの相関関係から推定した値

相関式は以下の通り（W：風化部厚さ(m)） （下図参照）
（下端深度）= 0.8×W-1.3
（水平変位量）= 7.3×W-11.5

地表付近のシームS-11
(後期更新世に変位

が生じた部分)

深部のシームS-11
(後期更新世以降に変位が

生じていない部分）
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➄ 後期更新世に変位が生じた範囲（7/7）

本図のFT5-3/ctf等層準は，2022
年度撮影の航空写真を基に作成。



⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係
55

① お立ち台

② Ts-６法面

③ Ts-７トレンチ

④ Tf-５（a）トレンチ

➄ 後期更新世に変位が生じた範囲

⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係



［目的］

原子炉建屋南側を代表地点として，シームS-11が

基礎地盤側面に露頭するものの，後期更新世以降

に変位は生じておらず堅固な岩盤が分布する露頭

の状況を確認する。

［内容］

• R/B基礎掘削の状況を確認。

• シームS-11の性状及びその付近の岩盤性状から，

堅固な岩盤が分布する露頭の状況を確認。

• 上記近傍の風化部がシームに近接する箇所でも，

後期更新世に変位が生じた部分の岩盤（シーム

上下盤が共に強風化部）に該当しない露頭の状

況を確認。
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⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係（1/4）

本確認箇所の目的及び内容

② Ts-６法面

① お立ち台

4

1

2

3
③ Ts-７トレンチ

⑥ R/B基礎掘削と
シームS-11との関係

6

④ Tf-５(a)トレンチ
5

➄後期更新世に変位が生じた範囲

⓪⑦ 運転訓練・広報センター
70

本図の掘削面形状は平成27年度時点。

本図のFT5-3/ctf等層準は，
設計上の掘削面形状で作成。



原子炉建屋

注） ボーリング孔名は，側壁地質図で示したボーリング孔のみ表記。
本地質図は，基礎地盤の掘削施
工後（計画）のT.P.+12ｍで作成。

シームS-11と風化部の平面分布（基礎掘削後）

①シームS-11有り（粘土質の薄層有り）

②シームS-11なし（細粒凝灰岩のみ有り）

③シームS-11なし（細粒凝灰岩なし）

FT5-3/ctf等層準まで到達しない
または シームS-11の有無が不明な孔

侵食によりFT5-3/ctf等層準が
分布しない孔

凡 例

シ ー ム S-11

地 質 境 界

① 交点

側壁地質図表示位置
（破線は重要な安全機能を有する施設
の側壁の岩盤が掘削除去される区間）

第1043回審査会合 資料１－１－１
P.3-219 一部修正，誤りを修正

審査資料の再チェックを行い，「シーム
分布図での表示」を修正した。

吹付残置法面

吹付撤去範囲

炉心を通る南北方向の地質断面上で，

原子炉建屋南側を代表地点として，重要

施設基礎地盤側面のシームS-11及び岩

盤性状（淡灰色火山礫凝灰岩，風化程

度）を確認。
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⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係（2/4）



シームS-11

炉心を通る南北断面位置

７m程度

吹付面撤去範囲
３m程度

写真３の方向

シームS-11の
分布想定位置写真３写真２写真１

R/B基礎掘削状況とシームS-11が分布する露頭の状況を確認。
• R/B基礎掘削の状況。
• シームS-11の性状及びその付近の岩盤性状から，上下盤が共に強風化部ではなく，堅固な岩盤が分布する露頭（幅７ｍ程

度）の状況。
• 風化部がシームに近接する箇所でも，上下盤共に強風化部ではなく，後期更新世に変位が生じた範囲の岩盤に該当しない

露頭（幅３ｍ程度）の状況。
• 吹付面撤去後の地質状況については，今後の審査会合資料に反映予定。

58第1043回審査会合
資料１－１－２ P.3-8 一部修正⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係（3/4）

凡 例



①シームS-11有り
（粘土質の薄層有り）

②シームS-11なし
（細粒凝灰岩のみ有り）

③シームS-11なし
（細粒凝灰岩なし）

①シームS-11有り
（粘土質の薄層有り）

②シームS-11なし
（細粒凝灰岩のみ有り）

③シームS-11なし
（細粒凝灰岩なし）

0.15m
0.22m

0.23m
0.22m0.26m

▼-12.30m 第一FV基礎地盤▼-12.30m 第一FV基礎地盤

▼+12.00m

▼-13.80m R/B基礎地盤

(拡大範囲2）
（拡大範囲１） （拡大範囲３）▼

+1.00m LOT基礎地盤

側壁地質図に用いた
掘削面地質観察範囲（④）

側壁地質図に用いた掘削面地質観察範囲
（④-1）（約３ｍ～約７ｍ投影）

（拡大範囲２） （拡大範囲３）
（拡大範囲１）

側壁地質図①～⑪（原子炉建屋東側～第一フィルタベント建屋～軽油タンク）

重要施設付近の側壁地質図

注１） 各建屋の略称は，R/B：原子炉建屋，第一FV：第一フィルタベント建屋，LOT：
軽油タンク，T/B：タービン建屋。

注２） 区間①～②におけるR/B東側のシームS-11北端でシームS-11が途切れてい
るが，これはFA/B～T/B分岐連絡トレンチ等の掘削により岩盤が除去された
ためである。掘削面が東方(紙面の奥側)へ回り込んだ先にシームS-11は分布
しないため検討対象外とする。

注３） 断面図でシームS-11が屈曲して見える部分については，シームS-11の走向や
断面方向が変化することによるものであり，シームS-11の変位・変形によるも
のではない。

位置図

⑯

⑰
⑱

①②

③

④

⑤⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭⑮

⑲

⑳

凡例

本頁における
側壁地質図表示位置

側壁地質図の提示方向

審査資料の再チェックを行い，「重要施
設側壁地質図での表示」を修正した。

重要施設基礎地盤側面のシームS-11及び岩盤性状（岩種，風化程度）を確認。

59第1043回審査会合 資料１－１－１
P.3-220 一部修正，誤りを修正⑥ R/B基礎掘削とシームS-11との関係（4/4）
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